
 

 

   鹿児島市建設工事格付基準 

 

（格付基準） 

第１ 鹿児島市建設工事等競争入札参加資格審査要綱第６条第１項の格付を定める場合の総合 

点数に基づく各等級の格付基準は次のとおりとする。 

 

 

  舗  装 

  工  事 

   造  園 

   工  事 

 

９５０点以上 ７００点以上 

７００点以上 

９５０点未満 
７００点未満 

７００点未満  

  

 

（配列） 

第２ 土木一式工事、電気工事、管工事及び舗装工事のＡ級に属する者の順位は、総合評点に

関わらず特定建設業の許可を有する者を上位に配列する。また、Ａ級に昇格する者について

も昇格者のうちで特定建設業の許可を有する者が上位に配列されるものとする。 

   付 則 

 この基準は、平成１３年７月１０日から施行する。 

工事の種類 

格付 

   土木一式 

   工  事 

   建築一式 

   工  事 

   電  気 

   工  事 
   管工事 

 

Ａ ９７０点以上 ９５０点以上 ９００点以上 ８００点以上 

Ｂ 
７８０点以上 

９７０点未満 

８２０点以上 

９５０点未満 

６９０点以上 

９００点未満 

６８０点以上 

８００点未満 

Ｃ 
６４０点以上 

７８０点未満 

７１０点以上 

８２０点未満 
６９０点未満 ６８０点未満 

Ｄ ６４０点未満 ７１０点未満   



 

 

 

   付 則 

 この基準は、平成１６年７月 １日から施行する。 

   付 則 

 この基準は、平成１７年６月２８日から施行する。 

   付 則 

 この基準は、平成１８年６月２７日から施行する。 

   付 則 

 この基準は、平成１９年６月２９日から施行する。 

付 則 

 この基準は、平成２０年７月１日から施行する。 

付 則 

 この基準は、平成２１年７月１日から施行する。 

付 則 

 この基準は、平成２２年７月１日から施行する。 

付 則 

 この基準は、平成２３年７月１日から施行する。 

付 則 

 この基準は、平成２５年７月１日から施行する。 

付 則 

 この基準は、平成２９年７月１日から施行する。 


